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工事整備対象設備等の工事又は整備に関する講習の開催について（公告） 

消防法（昭和23年法律第186号）第17条の10の規定により、工事整備対象設備等の工事又は整備に関する講習を

次のとおり開催する。 

令和８年４月３日 

新潟県知事  花 角  英 世 

１ 講習の期日及び場所 

講習区分 講習期日 講習会場 

特殊消防用設備等 ７月15日（水） 新潟ユニゾンプラザ 

消火設備 

７月22日（水） 新潟ユニゾンプラザ 

11月17日（火） 長岡産業交流会館（ハイブ長岡） 

11月25日（水） 新潟ユニゾンプラザ 

警報設備 

７月16日（木） 新潟ユニゾンプラザ 

７月23日（木） 新潟ユニゾンプラザ 

11月12日（木） 上越テクノスクール 

11月18日（水） 長岡産業交流会館（ハイブ長岡） 

11月26日（木） 新潟ユニゾンプラザ 

避難設備・消火器 

７月24日（金） 新潟ユニゾンプラザ 

11月13日（金） 上越テクノスクール 

11月19日（木） 長岡産業交流会館（ハイブ長岡） 

11月27日（金） 新潟ユニゾンプラザ 

２ 講習区分及び講習の対象となる消防設備士の種類 

講習区分 講習の対象となる消防設備士の種類 

特殊消防用設備等 甲種特類 

消火設備 
甲種第１類、甲種第２類、甲種第３類 

乙種第１類、乙種第２類、乙種第３類 

警報設備 甲種第４類、乙種第４類、乙種第７類 

避難設備・消火器 甲種第５類、乙種第５類、乙種第６類 

３ 講習科目及び講習時間 

講 習 科 目 講習時間 

(1) 工事整備対象設備等関係法令及び防火に関する他法令等に関する事項 ２時間30分 

(2) 工事整備対象設備等の工事又は整備等に関する事項 ４時間 

(3) 効果測定 30分程度 

４ 受講申請手続 

(1) 受付期間 

  ①７月講習 

 令和８年６月８日（月）から令和８年６月16日（火）まで 

  ②11月講習 

 令和８年８月31日（月）から令和８年９月８日（火）まで 

(2) 受付場所 

   新潟市中央区新光町10番地３ 技術士センタービルⅡ２階 一般財団法人新潟県消防設備協会 

(3) 受講手数料 

   7,000円（記入式納付書の納付済証を受講申請書の手数料欄に貼付すること｡) 

５ その他 

(1) 受講案内書及び受講申請書配布場所 

   一般財団法人新潟県消防設備協会、新潟県防災局消防課、県内消防本部及び消防署 

(2) 問い合わせ先 

  一般財団法人新潟県消防設備協会 電話番号 025－284－2420 

 


